
旅客営業規則 新旧対照表 

改 定 現 行 
備

考 

旅客営業規則 旅客営業規則  

2018年４月１日規則第38号 2018年４月１日規則第38号  

（通勤定期券の発売） （通勤定期券の発売）  

第33条 通勤のため乗車する者、その他常時、区間及び経路を同じくして、順路

によって乗車する者が、通勤定期券購入申込書に必要事項を記入して提出した

場合は、次の各号の条件を満たすものに通勤定期券を発売する。 

第33条 通勤のため乗車する者、その他常時、区間及び経路を同じくし

て、順路によって乗車する者が、通勤定期券購入申込書に必要事項を記

入して提出した場合は、次の各号の条件を満たすものに通勤定期券を発

売する。 

 

 

 縦 21cm 横 29.7cm 縦 17.9cm 横 9.1cm  

          表                        裏  



 

 

 



   

   

（使用開始前の定期運賃及び料金等の払戻し） （使用開始前の定期運賃及び料金等の払戻し）  

第123条 旅客は、通用開始日前の定期券が不要となった場合は、その定期券を定

期券発売所に提出又は自動券売機に投入（発売時に４桁の暗証番号を設定して

いる定期券の投入に限る。）して、既に支払った運賃及び料金の払戻しを請求

することができる。この場合、旅客は、手数料として１枚につき220円を支払う

ものとする。 

第123条 旅客は、通用開始日前の定期券及び１日乗車券並びに使用開始前

の回数券（通用期間内のものに限る。）が不要となった場合は、これを

定期券については定期券発売所、回数券又は１日乗車券については第19

条第１項に規定する発売場所に提出して既に支払った運賃及び料金の払

戻しを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として１枚に

つき220円を支払うものとする。 

 

２ 旅客は、通用開始日前の１日乗車券及び使用開始前の回数券（通用期間内の

ものに限る。）が不要となった場合は、第19条第１項に規定する発売場所に提

出して既に支払った運賃及び料金の払戻しを請求することができる。この場

合、旅客は、手数料として１枚につき220円を支払うものとする。 

   

（使用開始後７日以内の定期運賃及び料金の払戻し） （使用開始後７日以内の定期運賃及び料金の払戻し）  

第125条 旅客は、定期券の使用開始後７日以内にその定期券が不要となった場合

は、その定期券を定期券発売所へ提出又は自動券売機に投入（発売時に４桁の

暗証番号を設定している定期券の投入に限る。）したとき、既に支払った運賃

及び料金からその定期券の券面に表示された区間を１日１往復乗車したものと

して、普通運賃及び料金に使用経過日数（請求当日を含む。）を乗じて得た額

を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は手数料

として定期券１枚につき220円を支払うものとする。なお、共通全線定期券の場

合は、既に支払った運賃及び料金から１日乗車運賃及び料金に使用経過日数

（請求当日を含む。）を乗じて得た額を差し引いた残額の払戻しを請求するこ

とができる。 

第125条 旅客は、定期券の使用開始後７日以内にその定期券が不要となっ

た場合は、その定期券を定期券発売所に提出したとき、既に支払った運

賃及び料金からその定期券の券面に表示された区間を１日１往復乗車し

たものとして、普通運賃及び料金に使用経過日数（請求当日を含む）を

乗じて得た額を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この

場合、旅客は手数料として定期券１枚につき220円を支払うものとする。

なお、共通全線定期券の場合は、既に支払った運賃及び料金から１日乗

車運賃及び料金に使用経過日数（請求当日を含む）を乗じて得た額を差

し引いた残額の払戻しを請求することができる。 

 

（使用開始後８日以上の定期運賃及び料金の払戻し） （使用開始後８日以上の定期運賃及び料金の払戻し）  

第126条 旅客は、定期券の使用を開始した後、その定期券が不要となった場合

は、通用期間内である場合に限って、これを定期券発売所へ提出又は自動券売

機に投入（発売時に４桁の暗証番号を設定している定期券の投入に限る。）し

て、既に支払った定期運賃及び料金から使用経過月数に相当する定期運賃及び

料金を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場合、旅客は手

数料として定期券１枚につき220円を支払うものとする。 

第126条 旅客は、定期券の使用を開始した後、その定期券が不要となった

場合は、通用期間内である場合に限って、これを定期券発売所に提出し

て、既に支払った定期運賃及び料金から使用経過月数に相当する定期運

賃及び料金を差し引いた残額の払戻しを請求することができる。この場

合、旅客は手数料として定期券１枚につき220円を支払うものとする。 

 



附 則    

この規則は、2023年７月1日から施行する。    

 



ＩＣ証票取扱規則 新旧対照表 

改 定 現 行 備考 

ＩＣ証票取扱規則 ＩＣ証票取扱規則  

2018年４月１日規則第41号 2018年４月１日規則第41号  

（払戻し） （払戻し）  

第45条 ＳＦの払戻しは、行わないものとする。ただし、次の各項

については除く。 

第45条 ＳＦの払戻しは、行わないものとする。ただし、次の各項

については除く。 

 

７ 旅客は、ＩＣＯＣＡ定期券が不要となった場合、又は定期券機

能のみが不要となった場合は、これを定期券発売所へ提出又は自

動券売機に投入（発売時に４桁の暗証番号を設定している定期券

の投入に限る。）したときに、次の各号の条件を満たす場合に限

り、払戻しを請求することができる。 

７ 旅客は、ＩＣＯＣＡ定期券が不要となった場合、又は定期券機

能のみが不要となった場合は、これを定期券発売所に差し出した

ときに、次の各号の条件を満たす場合に限り、払戻しを請求する

ことができる。 

 

附 則    

この規則は、2023年７月１日から施行する。    

 



大阪シティバス株式会社との連絡運輸規則 新旧対照表 

改 定 現 行 備考 

大阪シティバス株式会社との連絡運輸規則 大阪シティバス株式会社との連絡運輸規則  

2018年４月１日規則第43号  2018年４月１日規則第43号   

第15条 連絡乗車券の様式は、次のとおりとする。 第15条 連絡乗車券の様式は、次のとおりとする。  

(２) 連絡定期券 (２) 連絡定期券  

ア 通勤定期券 ア 通勤定期券  

(イ)乗合自動車全線 (ア)乗合自動車全線  

（再購入後の払戻し） （再購入後の払戻し）  

第28条 旅客が定期券を紛失して再び購入後、紛失した定期券を発

見し新券とともに旧券を呈示し、払戻しの請求をした場合は、新

券について払戻しの取扱いをすることができる。 

第28条 旅客が定期券を紛失して再び購入後、紛失した定期券を発

見し新券とともに旧券を呈示し、払戻しの請求をした場合は、旧

券について払戻しの取扱いをすることができる。 

 

２ 前項の払戻しをする場合は、日割額に残通用日数（請求当日は

含まない。）を乗じて端数計算した額から手数料220円を差し引い

た額を払戻しするものとする。 

２ 前項の払戻しをする場合は、第21条の規定を準用する。  

附 則    

本規則は、2023年７月１日から施行する。    

 


